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○ 個人の働き方が多様化するとともに，労働人口の減少による深刻な人手不足のおそれから，人

材の獲得をめぐる競争の活発化が予想される。その一方で，活発化した競争を制限する行為が

行われる可能性もある。

○ 個人が個人として働きやすい環境を実現するために，人材の獲得をめぐる競争に対する独占

禁止法の適用関係及び適用の考え方を理論的に整理するため，有識者を構成員とした検討会を

競争政策研究センター（ＣＰＲＣ）に設置（次頁参考）。

検討の経緯

報告書のポイント

○ 複数の発注者（使用者）が共同して役務提供者に対して支払う対価を取り決めることは，原則，

独占禁止法上問題となる。

○ 複数の発注者（使用者）が共同して役務提供者の移籍・転職を制限する内容を取り決めること

は，独占禁止法上問題となる場合がある。

○ 移籍・転職を制限する内容を取り決める行為が役務提供者の育成に要した費用を回収する目

的で行われる場合であっても，通常，当該目的を達成するための適切な他の手段があることから，

違法性が否定されることはない。

○ 例えば，移籍・転職を制限する内容を取り決める行為が，複数のクラブチームからなるプロリー

グが提供するサービスの水準を維持・向上させる目的で行われる場合，そのことも考慮の上で，

独占禁止法上の判断がなされる。

発注者（使用者）の共同行為に対する独占禁止法の適用

発注者（一部行為は使用者）により役務提供者に対してなされる，①秘密保持義務，②競業避止

義務，③専属義務，④役務提供に伴う成果物の利用等の制限，⑤事実と異なる取引条件を提示す

る行為について，従来の判断枠組みに基づき，自由競争減殺，競争手段の不公正さ，優越的地位

の濫用の観点からの考え方を整理。

○ 自由競争減殺の観点からは，一般的には，商品・サービス市場において高いシェアを有する発

注者の制限行為が，同市場において競争関係にある他の発注者の供給や参入を困難とするお

それを生じさせる場合に独占禁止法上問題となる。

○ 自由競争減殺の観点での独占禁止法上の評価においては，問題の行為について，競争促進

効果・社会公共目的の有無，手段の相当性の有無などについても総合的に考慮の上で判断され

る。

○ 競争手段の不公正さの観点からは，発注者が役務提供者に対して実際と異なる条件を提示し

て，又は役務提供に係る条件（例えば，他の発注者への役務提供の制限）を十分に明らかにせ

ずに取引することで，他の発注者との取引を妨げることとなる場合に，独占禁止法上問題となり

得る。

○ 優越的地位の濫用の観点からは，役務提供者に対して取引上の地位が優越している発注者

が役務提供者に不当に不利益を与える場合に独占禁止法上問題となり得る。発注者が通常企業

であるのに対して役務提供者が個人で事業を行っていることが多いという人材獲得市場の事情

は，役務提供者の優越的地位の認定における考慮要素となる。

発注者の単独行為に対する独占禁止法の適用

別添
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○ 対象範囲が不明確な秘密保持義務又は競業避止義務は，役務提供者に対して他の発注者

（使用者）との取引を萎縮させる場合があり，望ましくない。対策として，関係分野ごとに，範囲の

明確化に資する考え方を周知すること等が考えられる。

○ 発注者は，書面により，報酬や発注内容といった取引条件を具体的に明示することが望まれる。

○ 発注者が，合理的理由なく対価等の取引条件について他の役務提供者への非開示を求めるこ

とは，役務提供者に対する情報の非対称性をもたらし，また，発注者間の競争を起こらなくし，望

ましくない。

○ 役務提供者の獲得をめぐって競争する発注者（使用者）が対価を曖昧な形で提示する慣行は

発注者が人材獲得競争を回避する行動であり，望ましくない。

競争政策上望ましくない行為

○ 優越的地位の濫用の観点での独占禁止法上の評価においては，問題の行為について，代償

措置が採られている場合には，そのこと及び代償措置の内容・水準の相当性なども考慮の上で

判断される。


